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令和６年度 第１号

つづき区
明推協だより

令和６年度都筑区明るい選挙推進協議会会議

４月25日（木）に、「令和６年度都筑区明るい選挙推進協

議会会議」を開催しました。

会議では、以下の内容について審議されました。

令和６年度事業計画

１ 令和５年度事業報告等について

２ 令和６年度事業計画等について

(1) 都筑区明るい選挙推進運動事業報告

(2) 〃 補助事業実績報告

(3) 〃 補助事業決算報告

(4) 〃 補助事業監査報告

(1) 令和６年度都筑区明るい選挙推進協議会事業計画
(2) 〃 運動補助事業収支予算書

▲久保会長挨拶

▲会議の様子

※時期は前後する可能性があります
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地区協議会企画事業・せんきょフォーラム（随時）

来年度より、原則として
各自治会から１名の推薦となります



当日は議会局職員の案内により、市会図書室、傍聴席、本会議場、大会議室、委員会室の順に見

学しました。普段は入ることのできない場所を見ることができ、とても貴重な体験となりました。

参加者の皆さまからは「議会の仕組みがよく分かった」「これからも政治に関心を持っていきたい

と思った」といった声が寄せられました。

「不在者投票」制度をご存じでしょうか。不在者投票にはいくつか種類がありますが、その一つに、旅行や出

張、その他さまざまな理由によって当日の投票所に行けない場合、期日より前に滞在先で投票できるというも

のがあります。 似た制度として「期日前投票」がありますが、期日前投票は指定の期日前投票所に行かなけ

ればならないのに対し、不在者投票は滞在先で完結できるのが特徴です。

不在者投票の利用には、事前に選挙人名簿登録地（≒住所地）の選挙管理委員会に投票用紙の請求をし

ておくことが必要です。横浜市では、オンラインや郵送等で請求が可能となっています。

４月に行われた明推協会議にて、推進員の推薦が各自治会から原則１人となることが正式に決
定されました※。組織をスリム化することで、より効果的に活動できる体制を目指します。
今年度は予定された選挙はありませんが、今後の選挙において、投票率が少しでも向上するこ

とを目指し、今年度も積極的に啓発活動に取り組んでまいりますので、みなさまのご協力のほど、
よろしくお願いいたします。

委員・推進員の皆様へ

さまざまな選挙制度に関するコラムを連載しています。

コラムの内容をご家族・ご友人等に共有していただき、選挙制度の周知にご協力ください。

せんきょコラム② 旅行先でも投票ができる？

令和６年度都筑区明るい選挙推進研修会
６月14日（金）に、下記のとおり「令和６年度都筑区明るい選挙推進研修会」を開催しました。

【開催概要】

内容

横浜市会の見学会（傍聴席、本会議場など）

日時

第１回：６月14日（金）11：00～12：00
第２回：６月14日（金）14：00～15：00

会場

横浜市役所議会棟
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※令和７・８年度任期から
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